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福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
の
助
成

　

高
齢
者
ま
た
は
障
害
者
の
社
会

参
加
の
促
進
や
通
院
等
に
利
用
し

て
い
た
だ
き
、
健
康
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
町
内
タ
ク

シ
ー
の
利
用
料
の
一
部
（
基
本
料

金
）
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

■
利
用
対
象
者

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
４
級
、

療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
～
３
級
を
お
持

ち
の
方
お
よ
び
満
80
歳
以
上
の
方

■
交
付
枚
数

 

・
人
工
透
析
患
者
…
…
年
間
48
枚

 

・
身
体
障
害
者
等
…
…
年
間
24
枚

 

・
満
80
歳
以
上
…
…
…
年
間
12
枚

■
内
容

　
町
内
の
タ
ク
シ
ー
業
者
を
利
用

し
た
場
合
に
限
り
、
基
本
料
金
を

助
成
し
ま
す
。

福
祉
タ
ク
シ
ー
、
は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
費

の
助
成
申
請
の
受
付
を
始
め
ま
す

　

令
和
２
年
４
月
以
降
、「
福
祉
タ
ク
シ
ー
」、「
は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
費
」

の
助
成
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

４
月
以
降
も
引
き
続
き
利
用
を
希
望
す
る
方
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
利

用
を
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
利
用
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
現

在
ご
使
用
中
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
、
は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
料
金
割
引

証
は
４
月
以
降
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
）

■
有
効
期
限

　
４
月
１
日
～
令
和
３
年
3
月
31
日

■
申
請
手
続
き

○
場
所

　

各
総
合
支
所
窓
口
、
各
出
張
所
、

福
祉
課（
た
ち
ば
な
ケ
ア
プ
ラ
ザ
内
）

○
持
参
す
る
も
の

 

・
身
体
障
害
者
手
帳　

 

・
療
育
手
帳　

 

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳　

 

・
印
鑑

は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
費
の

助
成

　

老
後
の
生
活
と
心
身
の
安
定
を

図
り
、
健
康
の
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
あ
ん
摩
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
・
指
圧
・
は
り
・
き
ゅ
う

の
施
術
費
の
一
部
を
助
成
す
る
制

度
で
す
。

■
利
用
対
象
者

　

満
65
歳
以
上
の
方

■
交
付
枚
数

　

最
大
で
年
間
48
枚（
1
カ
月
4
枚
）

■
内
容

　
町
の
指
定
す
る
施
術
所
で
、
は

り
・
き
ゅ
う
等
の
施
術
を
行
っ
た

場
合
に
、
１
回
に
つ
き
、
１
術
の

場
合
に
７
０
０
円
、
併
術
の
場
合

に
８
０
０
円
を
助
成
し
ま
す
。

■
有
効
期
限

　
４
月
１
日
～
令
和
３
年
3
月
31
日

■
申
請
手
続
き

○
場
所

　

福
祉
課
ま
た
は
、
各
総
合
支
所
・

出
張
所

○
持
参
す
る
も
の

　
印
鑑

※
4
月
か
ら
の
利
用
を
ご
希
望
の

　

方
は
、
３
月
19
日
㈭
ま
で
に
申

　

請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課 

民
生
福
祉
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

かしこい
消費者

めざせ！

ご
相
談
は
…

　
柳
井
地
区
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
２
１
２
５

　

山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
０
９
９
９

　

町
役
場
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
、「
医
療
費
の
還
付
金
が
あ
る
。

Ａ
Ｔ
Ｍ
で
手
続
き
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
電
話
が
あ
っ
た
が
、
そ
ん

な
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

還
付
金
が
戻
っ
て
く
る
っ
て
本
当

相
　
談

ア
ド
バ
イ
ス

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座

　

役
場
の
職
員
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
電
話
で
指
示
す
る
こ
と
は
絶
対

に
な
い
。
還
付
金
の
心
当
た
り
が
あ
る
場
合
で
も
、
す
ぐ
に
Ａ
Ｔ
Ｍ

に
行
か
な
い
こ
と
、
役
場
の
担
当
部
署
に
電
話
を
か
け
て
確
認
す
る

こ
と
を
助
言
し
た
。

　

公
的
機
関
や
金
融
機
関
の
職
員
を
か
た
り
、「
医
療
費
の
還
付
金

が
あ
る
」「
健
康
保
険
料
を
返
金
す
る
」
な
ど
と
言
い
、
還
付
金
の

受
取
手
続
き
の
た
め
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
く
よ
う
誘
導
し
、
実
際
に
は
消

費
者
に
振
込
を
さ
せ
て
お
金
を
だ
ま
し
取
る
「
還
付
金
詐
欺
」
に
関

す
る
相
談
が
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。「
お
金
が
返
っ
て
く
る
の
で
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
く
よ
う
に
」
と
い
う

電
話
は
詐
欺
で
す
。
す
ぐ
に
電
話
を
切
り
ま
し
ょ
う
。
不
審
な
電
話

が
あ
っ
た
場
合
は
、
家
族
や
身
近
な
人
に
相
談
し
た
り
、
警
察
や
柳

井
地
区
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
電
話
し
た
り
し
ま
し
ょ
う
。

!?


